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財務諸表等電子開示システムによる届出
及び公表について



１ 所轄庁への書類等の届出①

◎ 社会福祉法人は社会福祉法（以下「法」という。）第５９条第１項の規
定により、毎会計年度終了後３月以内に、次の書類を所轄庁に届出なければ
ならない。

①計算書類等（法第４５条の３２第１項）

ア 計算書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書

イ 監査報告（会計監査人設置法人は、会計監査報告を含む。）

②財産目録等（法第４５条の３４第１項）

ア 財産目録

イ 役員等名簿（理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿）

ウ 報酬等の支給基準を記載した書類

エ 事業の概要等
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１ 所轄庁への書類等の届出②
◎ 社会福祉連携推進法人は法第１４４条の規定により準用される法第５９条
第１項により、毎会計年度終了後３月以内に、次の書類を所轄庁に届出なけ
ればならない。

①計算書類等（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１２９条第１

項）

ア 計算書類等及び事業報告並びにこれらの附属明細書

イ 監査報告（会計監査人設置の場合は会計監査報告を含む。）

②財産目録等（法第３８条第１項において準用する法第４５条の３４第２項）

ア 財産目録

イ 役員等名簿（理事及び監事の氏名及び住所を記載した名簿）

ウ 報酬等の支給基準を記載した書類

エ 事業の概要等
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２ 財務諸表等電子開示システムのスケジュールについて
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３ 財務諸表等電子開示システムの入力について

WAM NET資料抜粋
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WAM NET資料抜粋
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WAM NET資料抜粋
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WAM NET資料抜粋



４ 財務諸表等電子開示システムの入力について②

◎ 本県作成のチェックリスト等をご活用ください。

１ （配布資料1）R８提出書類チェックリスト

２ （配布資料2）R８現況報告入力時の注意事項
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５ 財務諸表等電子開示システムの入力について③
◎ システムのマニュアル等及びお問い合わせについては、

「ＷＡＭ ＮＥＴ」の下記のＵＲＬからご参照ください。

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/zaihyou/houjin/

検索ワード「財務諸表等電子開示システム関係連絡版」
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６ その他

入札契約等について、「社会福祉法人における入札契約等の取
扱いについて」が一部改正され、令和８年４月１日より適用され
ています。
改正された内容は、価格による随意契約のうち、下記の契約種

類については、２社以上の業者から見積もりを徴取する場合の上
限額を引き上げるという内容です。

契約の種類 改正前 改正後

〇工事又は製造の請負 ： ２５０万円→４００万円

〇食料品・物品等の買入れ ： １６０万円→３００万円

〇上記に掲げるもの以外 ： １００万円→２００万円
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以上で説明を終了させていただきます。

ご静聴ありがとうございました。
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